
令 和 ８ 年 ６ 月
新 潟 県
新潟県鳥獣被害対策支援センター

令和７年度特定野生鳥獣の管理及び有効
活用の推進に関する施策の実施状況

新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例（新潟県条例第98号）
に基づく公表資料
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■ 令和７年度の野生鳥獣による農作物被害金額は約4.6億円(前年度比約137%)で、前年
度に比べ、増加している（速報値）。

■ 被害のうち、獣類による被害は前年度比155%（増加額：108.5百万円）となり、特に
イノシシの被害が増加している。

１ 被害状況等の実態把握

（１）野生鳥獣による農作物被害の状況
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■ 県内の被害履歴
平成21年度以降、ツキノワグマによる剥皮被害、ニホンジカ及びノウサギによる

食害が発生

①ツキノワグマ
・令和7年度は、48㎥の森林被害が発生し、前年度に比べ減少し、減少傾向が続いて

いる。

②ニホンジカ
・ 令和２～３年度に粟島浦村で植栽木の食害が発生している。
・ 令和６年度以降、糸魚川市で微少な森林被害が続いている。

③ノウサギ
・ 平成28年以降、森林被害は発生してない。

（２）野生鳥獣による森林被害の状況

野生鳥獣による森林被害の推移

注１）上記被害量は、県内の民有林におけるものを示す。

注２）被害面積「0」は、被害はあるが単位に満たないものを示す。

上段：面積(ha) 下段：材積(m3)
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■ 県内の被害履歴
・平成18年頃からカワウによる内水面漁業への被害が発生
・平成27年には、４水系８河川で被害を確認
・令和７年は、信濃川の６～７月の最大飛来数が100羽（例年は300羽）と少

なかったため、被害額はやや低めとなった。

■ 県内の被害状況
・カワウの飛来数、飛来日数、捕食量、胃内容物組成のデータ及びアユの単価

から食害されたアユの金額を算出

（３）野生鳥獣による内水面漁業被害の状況

野生鳥獣（カワウ）による漁業被害金額[千円]

R7R6R５R４R3R2R元

1,6751969242,6019598001,805
三面川

(村上市)

2967843083,7018634,0002,090
荒川

(村上市,関川村)

7,5888,22811,9139,0039,68311,92615,387阿賀野川

ーーーー1,2469451,235
早出川

(五泉市)

1,3801,3711,4381,4001,3424,2185,604
常浪川

（阿賀町）

2,6611,8614,1083,2011,0555821,140
五十嵐川
(三条市)

394392205400383145190
刈谷田川
(長岡市)

23,48337,22822,80656,09420,14626,18930,618
信濃川

(長岡市,小千谷市,魚
沼市,南魚沼市)

37,47650,05941,70376,40035,67748,80558,069合計
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■ 令和７年度のツキノワグマによる人身被害は16件17名であった。
■ 令和７年度の出没・目撃件数は3,528件で、過去最多となった。

これはクマの秋季の餌であるブナの実のなりが県全体で凶作であったことなどか
ら、大量出没ににつながったものと推定される。

■ 令和７年度のイノシシによる人身被害は１件2名であった。

（４）野生鳥獣による人身被害の状況

【ツキノワグマによる人身被害】
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【ツキノワグマ人身被害者数及び出没・目撃件数の推移】

＜令和７年度＞ 16件17名 ※No.の○は人家周辺での被害（16件中7件）
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＜令和７年度＞ １件２名

【イノシシによる人身被害】



※ツキノワグマの推定生息数について
この推定生息数は、専門家の見解も踏まえると、クマの行動変化などによる出没・捕獲数等の急激な増加が
推定結果に影響（上振れ）した可能性が高いため、今後の検証を要する値として整理する。
なお、令和７年度のクマの生息数は、令和７年度の捕獲実績や令和８年春の出没・捕獲状況などを踏まえる
と、これまでの推定生息数より増加している可能性が高いと考えられる。
令和８年度の生息状況調査は、国の調査と連携して実施し、精度向上を図る。その調査結果を踏まえ、令和
７年度の推定生息数の妥当性を確認する。

■ 特定野生鳥獣のうちツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、カワウ
タヌキ、ハクビシンの７鳥獣について調査を実施

■ イノシシについては、生息数が増加傾向
■ 生息数や分布状況を踏まえ、効果的な特定野生鳥獣の管理を推進

（５）野生鳥獣の生息状況
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生息状況の概要（令和７年度までの調査結果から）鳥獣

（生息数(R7)）
・4,534～17,470頭（中央値:約8,700頭）と推定※

（分布状況）
・上中下越の広い範囲に分布し、全県で生息域が拡大

ツキノワグマ

（生息数(R6)）
・約4,200頭と推定

（分布状況）
・上中下越の広い範囲に分布

ニホンザル

（生息数(R4)）
・34,700～65,555頭（中央値:約47,000頭）と推定

（分布状況）
・上中下越の広い範囲に分布し、上中越を中心に生息域が拡大

イノシシ

（生息数(R4)）
・983～3,961頭（中央値:約2,000頭）と推定

（分布状況）
・上中下越の広い範囲に分布し、全県で生息域が拡大

ニホンジカ

（生息数(R7)）
・夏季に1,917羽確認。近年、生息数は増加傾向

（分布状況）
・中下越に12地点のねぐら・コロニーを確認

カワウ

（分布状況）
・標高の高い山地部を除く県内のほぼ全域で確認

タヌキ

（分布状況）
・標高の高い山地部を除く県内のほぼ全域で確認
・家屋等の市街地にも生息

ハクビシン

・ 今後は、アライグマなど、分布域の拡大が懸念される野生鳥獣についても専門家等
と連携しながら生息状況の把握に努める



■ 市町村の被害防止計画の改定支援
市町村の鳥獣被害防止計画の改定において助言するとともに、同計画に基づき

地域協議会等が実施する鳥獣被害対策の総合的な取組を支援
・被害防止計画の策定・改定・変更：13市町村
・被害防止総合対策交付金の取組：2５地域協議会、9団体（漁協）

■ 鳥獣被害防止総合対策交付金による取組概要

鳥獣被害防止特措法の仕組み等を活用した農林水産物の被害防止対策
の推進
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事業費
（千円）

協議会
等数

取組の内容

28３対策検討会 等推進体制の整備

推
進
事
業

33,18829
わな等捕獲機材整備
発信器を活用した生息調査
有害鳥獣の捕獲活動 等

有害捕獲

11,34923
学習会、技術研修会
追払い、追上げ活動 等

被害防除

1,1001緩衝帯整備生息環境管理

2,8692複合的なサル対策の実施サル複合対策

18,3806
長距離無線式捕獲パトロールシス
テム、遠隔捕獲操作大型檻、電気
柵監視システム 等

ICT新技術の活用
スマート普及加速化
支援

2111集落環境診断集落点検の促進

79911ha以上の緩衝帯整備大規模緩衝帯整備

2,1584
簡易的集合埋設設備設置、実施隊
人材育成捕獲サポート活動 等

その他推進事業

24,54819捕獲活動経費の直接支援捕獲支援

21,6074ニホンザル対策用（19,729m）
侵入防止施設整備
（233,831m）

整
備
事
業 75,3059イノシシ対策用（214,102m）

191,54234合 計 （協議会等数は実数）

■ 隣接する市町村における被害防止対策の連携に向けた支援（県単）
被害・生息情報の共有化や、対策の高位平準化を図る合同研修会や連携会議を開催
・ 隣接する市町村での鳥獣対策広域連携会議（三条・長岡地域）

（１）被害防止対策

２ 施策の実施状況
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■ 令和７年度の鳥獣種別の捕獲状況等は次のとおり。
・ ツキノワグマは過去最多となる1,005頭が捕獲された。
・ イノシシは狩猟による捕獲が少なく、合計捕獲数は5,984頭と減少したが、有害

捕獲数は前年度から増加した。
・ ニホンジカは1,107頭と前年度並の合計捕獲数となったが、有害捕獲数は前年度

比1.2倍と増加した。
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ニホンザルの捕獲頭数の推移

鳥獣種別の捕獲状況等（R7は速報値）

イノシシの捕獲頭数の推移

（２）個体数管理

ツキノワグマの捕獲頭数の推移
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ニホンジカの捕獲頭数の推移

カワウの捕獲羽数の推移

カラスの捕獲羽数の推移

県事業捕獲：鳥獣保護管理法に基づき、県が指定管理鳥獣であるイノシシ及びニホンジカの捕獲を行うもの

有害等捕獲：市町村の許可に基づき、猟友会や鳥獣被害対策実施隊等が鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止等の目的で鳥獣の捕獲を行うもの

狩猟捕獲 ：狩猟免許所持者が狩猟期間（11/15～2/15、 イノシシ・ニホンジカに限り11/15～3/15 ）に狩

猟鳥獣の捕獲を行うもの）
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ムクドリの捕獲羽数の推移

〔計3,039〕



（３）県条例第９条に規定する施策
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■ クマ等による人身被害防止のため、県、市町村、警察、関係団体が連携し、パ
トロールや安全メール、広報誌等による注意喚起等を実施した。

■ クマの出没情報は、「にいがたクマ出没マップ」をリアルタイム更新し、
目撃等情報を分かりやすく提供した。

■ 秋期の効果的な対策とするため、堅果類豊凶状況調査結果を速報（夏期）と確
定（初秋）の２段階で公表した。
➣ ブナの実は凶作であり、里山付近でエサ不足が予測されたことから、

令和７年度も人里や人家周辺への出没に係る注意喚起を実施した。

■ 人身被害の発生状況に合わせ、「クマ出没警戒注意報」、「クマ出没警戒警報」、
「クマ出没特別警報」と段階的に発表し、県民への注意喚起を強化した。

■ 市街地への移動経路を断つため、河川等の藪刈り払いや伐採等を実施した。

人身被害対策と公共の安全確保の推進

ア 情報収集・提供と知識の普及啓発（第１号関係）

■ 堅果類豊凶状況調査

・ 堅果類とはドングリや木の実のことで、クマの餌として重要
・ クマの出没や生息数は、ブナなどの樹木の堅果類の成り具合と関係
・ 一般に、ブナは３～４年に１回程度が豊作、ほかは並作や凶作
・ 豊作の年は、出没が少なく、その翌年に出没や生息数が増える傾向
・ 凶作の年は、出没が多い傾向

※ 令和８年度は、一層の情報収集に取り組み、迅速かつ効果的なタイミングでの注意
喚起に努める

河川等の藪刈り払い
秋季の注意喚起



■ 有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保・育成の取組の実施
• 銃による狩猟等体験研修会の開催 55人参加
• 狩猟免許取得希望者講習会の開催 503人参加
• 狩猟免許等取得経費支援 22市町村 72人支援

■ 猟銃等講習会の拡大開催
• 猟銃等所持許可の新規取得や更新に必要な講習（初心者・経験者）について
会場数、開催回数（休日等）を拡大した。

R7 24会場32回（うち休日6回）

■ ライフル射撃場の活用
令和６年３月に、新潟県猟友会ライフル射撃場が完成し、令和６年７月から供

用を開始した。
令和7年度は、捕獲技術者の技術向上を目的とした研修会を開催した。
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担い手となる狩猟者確保に係る取組

イ 管理及び有効活用に係る人材の確保と資質向上（第２号関係）

銃による狩猟等体験研修会の実施状況 ライフル射撃場の状況（建屋内）
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人材の育成 ～鳥獣被害対策本部研修会等の開催～

■ 鳥獣被害対策チームの構成員を対象に、緊急銃猟に関する研修会（オンライン）を
開催した。

■ イノシシ、ニホンザル等による農作物被害防止の地域指導者養成研修会を開催した。
■ クマ類の保護・管理に係る専門人材の育成事業を実施した。

地域の実情に応じた取組

■ 野生鳥獣の生息状況の変化や広域での移動など、地域の実情に応じた取組を連
携して進めるため、集落環境診断や地域ぐるみでの被害防止対策を実施した

・ 集落環境診断を実施した（燕市、見附市、刈羽村）。
・ 複数市町村が連携し、被害防止対策を検討した（三条市、加茂市、田上町、

燕市、弥彦村）。

本部研修会（専門家による講
演・意見交換）の状況
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クマ類の保護・管理に係る専門人
材育成事業（射撃実習）の状況

地域指導者養成研修会
（罠の捕獲強化）の状況

集落環境診断（阿賀野市）の状況
被害防止対策の検討（三条市、加茂市、

田上町、燕市、弥彦村）の状況
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オ 里山等における人と鳥獣が共生する地域づくりに資する
取組支援（第５号関係）

エ 科学的知見に基づく鳥獣の個体数調査の推進（第４号関係）

【再掲】野生鳥獣の生息状況 ･･･ ６ページ

【再掲】鳥獣被害防止特措法の仕組み等を活用した農林水産物の
被害防止対策の推進 ･･･ ７ページ

ウ 管理及び有効活用に資する施設の整備の推進（第３号関係）

【再掲】鳥獣被害防止特措法の仕組み等を活用した農林水産物の
被害防止対策の推進 ･･･ ７ページ

野生鳥獣の生息環境に関わる取組

下刈実施状況間伐実施状況

■ 森林は、野生鳥獣のすみかや採餌の場でもあることから、間伐や下刈等適切に森
林整備を行い、生息環境の保全や野生鳥獣とのすみ分けに寄与
・令和７年度は民有林造林事業や治山事業等により、間伐や下刈等を約1,525haで
実施した（林政課、治山課）。

【再掲】ライフル射撃場の活用 ･･･ 11ページ
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■ 国の指定管理鳥獣捕獲等事業交付金を活用して、管理（捕獲）の取組を実施
※ツキノワグマについては、指定管理鳥獣への追加指定（令和６年４月）を

受け、令和６年度から当該交付金を活用した捕獲等を実施した。

・ 指定管理鳥獣捕獲等事業
対象：イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ
内容：既存技術による捕獲
場所：＜イノシシ・ニホンジカ＞

柏崎市、十日町市、津南町、上越市、妙高市、糸魚川市、長岡市、
（以下イノシシのみ）新潟市、村上市

＜ツキノワグマ＞
糸魚川市、十日町市、津南町、妙高市、南魚沼市、三条市、村上市

・ 効果的捕獲促進事業（技術開発タイプ）
対象：ニホンジカ
内容：牧草地に類似した採餌空間としてスキー場を利用するニホンジカに

ついてシャープシューティングを実施した。
場所：十日町市

・ 効果的捕獲促進事業（市町村連携タイプ）
対象：イノシシ、ニホンジカ
内容：鳥獣保護区、市町村境等での捕獲等を行った。
場所：柏崎市、十日町市、津南町、上越市、妙高市、糸魚川市、長岡市、

五泉市、三条市、加茂市、田上町

■ 指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲では、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ
の全てで目標を達成し、平成28年以降で最も多い捕獲数であった。イノシシ及び
ニホンジカの生息数は増加傾向にあると見られることから被害防止のため有害捕獲
も含めた捕獲を継続していく必要がある。
ツキノワグマについては、人里周辺への生息域の拡大が懸念されており、被害防止
のための捕獲を継続していく必要がある。

イノシシ 目標：550頭 捕獲数：588頭
ニホンジカ 目標：100頭 捕獲数：186頭
ツキノワグマ 目標：15頭 捕獲数： 71頭

指定鳥獣管理対策推進事業

カ 鳥獣の管理の効率化に資する調査研究の推進（第６号関係）

■ 狩猟免許を有する者を対象として、ジビエとして利用するための衛生管理等を
含めた、狩猟者に必要な知識・技能を学ぶための講習会を実施した

キ 鳥獣の有効活用を図るための調査研究の推進（第７号関係）

ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成に係る講習会
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ク 管理及び有効活用を総合的・効果的に実施するための拠点
機能を担う体制整備（第８号関係）

ケ 前各号に掲げるもののほか、鳥獣の管理及び有効活用を図る
ために必要な施策の推進（第９号関係）

【再掲】被害状況の実態把握 ･･･ １～５ページ

■ 「鳥獣被害対策本部会議」を開催し、被害防止対策等の取組方針の決定や対策
の進捗状況を把握した

■ 「野生鳥獣保護管理対策検討会」を開催し、県及び市町村の事業実施状況等に
ついて評価・検討を行い、専門家の意見等を踏まえ、市町村や関係団体等への情
報提供等を実施した

鳥獣被害対策本部会議、野生鳥獣保護管理対策検討会の開催


